
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設内インフルエンザ蔓延及び感染防止の為、１月８日より面会禁止を行って 

きました。ご家族の皆さんや多くの方々にご心配、ご迷惑をおかけしています。 

引続き、施設内への感染病の流入を予防する為、当面の間、面会を制限します。

１月２８日（月）より面会は下記の対応をとります。 

       ※月～金のみ（土日祝は要相談・ＴＥＬ：0995-65-8181まで） 

面会制限を解除する時は、掲示板にてお知らせします。 

尚、インフルエンザが再発した場合は再度、面会禁止の措置をとります。 


